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衆
議
院
議
員
稲
津
久
君
提
出
新
た
な
子
育
て
支
援
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
の
下
で
開
催
さ
れ
て
い
る
基
本
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
が
本
年
七
月
二
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
中
間
と
り
ま
と
め
」
（
以
下
「
中

間
と
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
新
シ
ス
テ
ム
を
一
元
的
に
実
施
す
る
子
ど
も
家
庭
省
（
仮
称
）
の
創
設
に
向

け
て
検
討
す
る
。
」
、
「
国
及
び
地
方
に
お
け
る
実
施
体
制
の
一
元
化
に
つ
い
て
は
、
新
シ
ス
テ
ム
に
係
る
給
付
の
仕
組
み

全
般
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
在
り
方
等
に
係
る
議
論
を
踏
ま
え
、
検
討
す
る
。
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
懸
念
の

点
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
」（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
少
子
化
社
会
対
策
会
議
決
定
）

を
踏
ま
え
、
関
係
者
間
で
意
見
集
約
を
図
り
な
が
ら
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
多
様
な
メ
ニ

ュ
ー
の
中
か
ら
、
利
用
者
が
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
施
設
や
事
業
を
選
択
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
た
め
、
指
定
を
受
け
た
総
合
施

設
（
仮
称
）
、
幼
稚
園
、
保
育
所
及
び
そ
れ
以
外
の
客
観
的
な
基
準
を
満
た
し
た
施
設
を
対
象
と
す
る
こ
ど
も
園
給
付
（
仮

一



称
）
を
創
設
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
と
総
称
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
総
合
施

設
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
「
満
三
歳
以
上
児
の
受
入
れ
を
義
務
付
け
、
標
準
的
な
教
育
時
間
の
学
校
教
育
を
す
べ
て
の
子

ど
も
に
保
障
す
る
。
」
、
「
満
三
歳
未
満
児
の
受
入
れ
は
義
務
付
け
な
い
が
、
財
政
措
置
の
一
体
化
等
に
よ
り
、
満
三
歳
未

満
児
の
受
入
れ
を
含
め
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
の
総
合
施
設
（
仮
称
）
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
。
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ま
た
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
は
、
養
護
及
び
教
育
を
一
体
的
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
満
三
歳
未
満
児
の
み
を
対

象
と
す
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
満
三
歳
以
上
児
が
対
象
と
な
る
学
校
教
育
を
行
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
保
育
所
と

し
て
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
就
労
希
望
者
の
潜
在
的
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
就
労
し
な
が
ら
子
育
て
し
た
い
家
庭
を
支
え
る
た

め
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
」
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
認
可
保
育
所
等
に
お
け

る
満
三
歳
未
満
児
を
中
心
と
す
る
受
入
児
童
数
の
拡
大
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、

「
客
観
的
基
準
を
満
た
し
た
施
設
及
び
多
様
な
保
育
事
業
へ
の
財
政
措
置
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
多
様
な
事
業
主
体
の
保

二



育
事
業
へ
の
参
入
を
促
進
し
、
質
の
確
保
さ
れ
た
保
育
の
量
的
拡
大
を
図
る
。
」
、
「
財
政
措
置
の
一
体
化
等
に
よ
り
、
満

三
歳
未
満
児
の
受
入
れ
を
含
め
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
の
総
合
施
設
（
仮
称
）
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
待
機
児
童
の
解
消
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
新
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の

実
施
主
体
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
国
、
都
道
府
県
等
と
連
携
し
、
自
由
度
を
持
っ
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
給
付
等
を
設

計
し
、
当
該
市
町
村
の
住
民
に
新
シ
ス
テ
ム
の
給
付
等
を
提
供
・
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
「
質
の
確
保
の
た
め
の
客
観
的
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
要
件
に
、
認
可
外
施
設
も
含
め

て
参
入
を
認
め
る
と
と
も
に
、
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
多
様
な
事
業
主
体
の
参
入
を
認
め
る
。
」
、
「
指
定
基
準
に
つ
い

て
は
、
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
、
指
定
小
規
模
保
育
事
業
、
指
定
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
施
設
・
事
業
ご
と
の
客
観
的
な
基
準

を
、
全
国
一
律
の
基
準
と
し
て
定
め
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
基
準
の
具
体
的
内
容
や
、
地
方
公
共
団
体
の
裁
量
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三



七
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
「
総
合
施
設
（
仮
称
）
の
設
置
主
体
は
、
組
織
・
資
産
等
に
お
い
て
永
続
性
、
確
実
性
、

公
共
性
等
を
担
保
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
及
び
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
株
式
会

社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
法
人
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
法
人
を

国
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
法
人
及
び
社
会
福
祉
法
人
と
同
じ
扱
い
と
す
る
か
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
例
外
と
す
る
か
等
に

つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
障
害
児
等
の
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
が
、
関
係
機
関
と

連
携
し
て
利
用
調
整
を
行
い
、
利
用
可
能
な
施
設
・
事
業
者
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
新
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
に
一
定
の
配
慮
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
に
関
し
、
「
質
の
確
保
・
向
上
が
図
ら
れ
た
学
校
教
育
・
保

四



育
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
水
準
の
給
付
を
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
保
障
す
る
（
公
定
価
格
）
。
」
と
さ
れ
、
そ
の
価
格

設
定
に
つ
い
て
、「
人
員
配
置
基
準
や
設
備
環
境
を
基
に
、
人
件
費
、
事
業
費
、
管
理
費
等
に
相
当
す
る
費
用
を
算
定
す
る
。
」、

「
人
件
費
相
当
分
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
配
置
基
準
や
施
設
の
開
所
時
間
を
踏
ま
え
た
価
格
設
定
を
行
う
。
こ
の
際
、
子
ど

も
の
過
ご
す
時
間
と
職
員
が
勤
務
す
る
時
間
の
違
い
を
踏
ま
え
、
認
定
時
間
数
に
対
応
す
る
価
格
設
定
で
は
な
く
、
必
要
な

職
員
の
配
置
を
考
慮
し
た
価
格
設
定
を
行
う
。
」
等
の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
な
価
格
設
定
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
新
シ
ス
テ
ム
の
制
度
の
実
施
に
係
る
追
加
所
要
額
に
つ
い
て
、
「
潜
在
ニ
ー
ズ
を
含
む

保
育
等
の
量
的
拡
充
と
、
職
員
配
置
の
充
実
な
ど
の
質
の
改
善
を
合
わ
せ
て
二
千
十
五
年
度
で
一
兆
円
超
と
見
込
ま
れ
る
。
」

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革

検
討
本
部
決
定
）
に
お
い
て
は
、
税
制
抜
本
改
革
に
よ
っ
て
財
源
を
措
置
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
二
千
十
五
年
段
階
に
お

け
る
子
ど
も
・
子
育
て
分
野
の
追
加
所
要
額
は
〇
・
七
兆
円
程
度
と
見
込
ま
れ
、
税
制
抜
本
改
革
以
外
の
財
源
も
含
め
て
一

兆
円
超
程
度
の
措
置
を
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

五



十
一
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
実
費
徴
収
に
つ
い
て
、
低
所
得
者
に
対
し
て
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
公
費
に
よ
る

補
足
給
付
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
実
費
徴
収
以
外
の
上
乗
せ
徴
収
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
に
つ
い
て
当
該
徴
収
を

免
除
す
る
こ
と
等
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
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